
パテント・インテグレーションとPatentfieldの
特許権侵害訴訟終結が示唆する生成AIリーガ
ルテック市場の知財戦略と将来展望 

Gemini 3.1 pro 
序論：生成AI時代の知財実務と新たな法的摩擦の幕開け 
人工知能、特に生成AI（Generative AI）の急速な発展と社会実装は、あらゆる産業におけるデジタ
ルトランスフォーメーションを加速させている。とりわけ、膨大なテキストデータの解析、高度な論理構

造の理解、および専門的な言語生成能力が求められる知的財産（IP）および法務（リーガルテック）
の領域においては、生成AIの導入が業務効率を劇的に変革しつつある。先行技術調査、無効資料
調査、特許明細書の読解、そして拒絶理由通知への対応といった極めて専門性の高い知財実務に

おいて、生成AIは単なる検索ツールを超え、「熟練した調査員」や「弁理士の補助者」としての役割を
担い、従来のワークフローを根本から再定義している。 

このような技術的パラダイムシフトの只中で、生成AIを組み込んだプラットフォームを提供するリーガ
ルテック企業間での競争は激化の一途を辿っている。市場シェアの獲得競争は、単なるユーザーイ

ンターフェースの優位性や利用料金の価格競争といった枠組みを超え、コアとなる「生成AIを特定の
専門業務に適用するプロセスやプロンプト・エンジニアリングの構造」そのものを特許として権利化

し、それを強力な武器とした法廷闘争へと発展している。本稿で詳細な分析を加える、パテント・イン

テグレーション株式会社（以下、PI社）とPatentfield株式会社（以下、PF社）の間で争われた特許権侵
害訴訟は、まさにこの新たな時代の競争環境を象徴する極めて重要なケーススタディである 1。 

2026年4月17日に、日本の民事調停法に基づく「調停に代わる決定」によって和解に準ずる形で終
結した本件は、単なる二社間の局地的な紛争解決という事実を遥かに超える意味を持つ 1。この事
件は、生成AIを活用したソフトウェア開発における「機能の特許性（Patentability）」と、後発または競
合企業が直面する「事業運営上の自由（Freedom to Operate: FTO）」の境界線について、業界全体
に極めて重い示唆を与えている。本レポートでは、両社間で係争された一連の訴訟の背景、争点と

なった5つの生成AI関連特許の詳細な技術的解析、裁判の終結メカニズムの法的意義、そして本件
がグローバルなAI特許紛争のトレンドの中でどのような位置づけにあるのかを、関連する判例や統
計データを交えながら網羅的かつ多角的に論考する。 

当事者のプロファイルと技術的アプローチの系譜 
本訴訟の構造的背景を深く理解するためには、まず当事者である二社の市場におけるポジショニン

グ、設立の経緯、そして技術開発に対するフィロソフィーの違いを明確に把握する必要がある。両社

は共に、日本の特許検索・分析プラットフォーム市場において革新的なアプローチで影響力を持つ企

業であるが、そのアプローチと歴史には明確なコントラストが存在する。 

PI社（2021年1月にパテント・インテグレーション有限会社から株式会社へと組織変更）は、2002年6



月の設立以来、長きにわたり日本の特許情報サービス業界を牽引してきた老舗のテクノロジー企業

である 4。同社は、早くも2010年には『第7回情報プロフェッショナルシンポジウム（INFOPRO 2010）』
においてテキストマイニング技術を用いた特許分析システムを発表するなど、高度な自然言語処理

技術を知財実務に適用する先駆者としての地位を確立してきた歴史を持つ 5。近年では、特許調査
支援サービス「サマリア（summaria）」を中心とした展開を行っており、生成AIを活用した「応答方針コ
メント作成機能」、「AI定量解析」、「特許無効化書面の作成支援」など、人間主体の特許実務を前提
としつつ品質と圧倒的な効率化を両立させる高度な機能を矢継ぎ早に市場へ投入している 4。 

PI社の特筆すべき強みは、最新技術をサービスに単に組み込むだけでなく、その背後にある「実務
適用における工夫やプロンプトの構成、データ処理のワークフロー」そのものを強力な特許網（パテ

ント・チケット）として権利化する、極めて高度な知財戦略にある。同社は生成AIを活用した特許調
査、分類、情報解析に関する基本特許群について、「先例がない中、多大な労力および費用をかけ

て、多数の試行錯誤を重ねて開発してきたもの」であると自負し、競合他社に対する高い参入障壁を

構築している 4。 

一方、被告となったPF社は、2017年4月に設立された、京都に本社を置く新進気鋭のスタートアップ
企業である 1。設立当初からAI（人工知能）をネイティブに組み込んだ特許総合検索・分析プラット
フォーム「Patentfield」を提供し、「特許を読むから見るへ」という直感的なコンセプトのもと、優れた
ユーザーインターフェースとAIによる強力な類似検索・スクリーニング機能で急速に市場シェアを拡
大した 6。同プラットフォームは8,000万件超の特許データを生成AIで構造化・要約し、専門的な調査
業務を最大80%効率化することを標榜している 6。 

PF社の技術開発力は外部の公的機関からも高く評価されており、経済産業省とNEDO（新エネル
ギー・産業技術総合開発機構）が主催する「GENIAC-PRIZE」において、官公庁の審査領域における
生成AI開発分野で特別賞「技術新規賞」を受賞している 6。この受賞は、同社がAIエージェント・オー
ケストレーションや斬新なアーキテクチャの構築など、高度な技術的挑戦を成功させていることの証

左である。同社は最新の生成AIモデルをいち早く自社システムに統合するなど、極めてアジャイルで
先進的な開発体制を有しており、旧来のシステムインテグレーターとは一線を画すスピード感でプロ

ダクトを進化させてきた 7。 

法的衝突の勃発と多重提訴のプロセス 
旧来のテキストマイニング技術から、大規模言語モデル（LLM）をベースとする生成AIへと業界の技
術トレンドが急激に移行する中、両社の機能的アプローチと対象顧客層は必然的に交差することと

なった。この潜在的な競争関係は2024年の第4四半期に法的な衝突として表面化し、PI社はPF社が
提供する特許情報サービス製品が、自社の保有する生成AI関連の多数の特許権を侵害していると
して、東京地方裁判所に特許権侵害訴訟を立て続けに提起した 1。 

この訴訟提起のプロセスは、戦略的に段階を追って行われており、原告側が被告側に対して莫大な

防衛コストと事業上の不確実性を強いる、強力な知財法務戦術の典型例と言える。以下の表は、PI
社によって提起された一連の訴訟と最終的な終結のタイムラインを示したものである 2。 



時期 訴訟のフェーズと内容 該当事件番号 

2024年10月25日・28日 初期提訴： 生成AIに関する特
許権侵害訴訟の提起。最初の

特許群に基づく侵害の差し止

めおよび損害賠償を請求。 

令和6年（ワ）第70502号（差
止）、第70503号（損害賠償） 

2024年11月27日・28日 第二波（追訴）： 別の特許権に
基づき追加の侵害訴訟を提起

（2）。対象特許を拡大し、法廷
での圧力を強化。 

令和6年（ワ）第70565号（差
止）、第70566号（損害賠償） 

2024年12月25日 第三波（さらなる追訴）： 生成AI
に関する特許権侵害訴訟の追

訴提起（3）。さらに新たな特許
権を追加。 

令和6年（ワ）第70624号（差
止）、第70625号（損害賠償） 

2026年4月17日 全事件の終結： 東京地方裁判
所において、第二波の事件に

ついて民事調停法17条に基づ
く「調停に代わる決定」が確

定。他の全事件は取り下げ。 

上記6事件すべて 

短期間に異なる特許権を用いて波状的に訴訟を提起するこの手法により、最終的に係属した事件

は、特許権侵害差止請求事件および損害賠償請求事件の計6件という、単一のソフトウェア機能に
関する知財訴訟としては極めて異例の規模に膨れ上がった 1。 

争点となった生成AI関連特許群の技術的・戦略的分析 
本件紛争の中核となったのは、PI社が保有する5つの生成AI関連特許である。これらの特許の性質
を理解することは、現在のAIリーガルテック市場がどのような技術的制約と法的障壁の上に成り立っ
ているかを知る上で不可欠である 4。 

米国の特許訴訟における近年の動向、例えば「Secure Authentication Technologies LLC v. Plaid, 
Inc.」事件では、多要素認証を回避して第三者取引を促進するという概念的なソフトウェア特許が、



米国特許法第101条に基づく「抽象的アイデア（Abstract Idea）」に過ぎないとして無効化（棄却）され
ている 8。しかし、PI社の特許群は、単なる「生成AIを用いた要約の出力」といった抽象的なアイデア
ではなく、特許実務という特定の専門ドメインにおいて、LLMをいかに実用的な精度で機能させるか
という「具体的なデータ処理フローとインターフェース設計のシステム化」を対象としている点が重要

である 4。これらは、ハードウェア資源（サーバーやAPI）を用いて具体的に特許文書特有の構造的複
雑さと、生成AIの技術的制約（コンテキストウィンドウの制限やハルシネーションの防止）を克服する
ための実践的なソリューションとして構成されているため、法的にも極めて強固な保護対象となって

いる。 

以下の表に、訴訟の対象となった5つの基本特許の詳細と、それが業界に与える実務的・戦略的意
義を整理する 4。 

特許番号 発明の名称・技術概要 実務的・戦略的意義（業界への

インパクト） 

特許第7579555号 特許の分類・関連度分析・根拠

出力技術： 
 
生成AIを用いて特許文書に対
して分類（タグ付け）を自動付

与すると同時に、AIがその分
類に至った「根拠」を出力させ

る。特許文書と製品仕様等の

関連度判定も包含。 

侵害予防調査や無効資料調査

において、文脈の類似性をLLM
に評価させる機能は現在の中核

機能。スコアだけでなく「なぜそ

の関連度と判定したか」という根

拠の出力（Explainable AI）を権
利化しており、実務家がAIを検証
するための不可避のプロセスを

押さえている。 

特許第7578348号 特許文書の一部（特定箇所）を

指定したAI処理技術： 
 
明細書全体を無差別にAIに入
力するのではなく、ユーザーが

「要約」「請求の範囲」「図面」な

どの特定箇所を任意に指定

し、その部分のみに対してAIに
処理を実行させる技術。 

LLMのトークン制限やハルシ
ネーション（幻覚）を防ぎ、精度を

劇的に向上させるための基本動

作。「入力データのスコープを絞

る」というUIレベルの設計が特許
化されており、競合他社の同様

のUI構築に対する大きな障壁と
なる。 

特許第7542812号 特許タスクのプロンプト作成負

担低減技術： 
 

ユーザーにプロンプトエンジニア

リングを意識させずに高度な

LLM能力を引き出すSaaSの勝負



特許実務の多様なタスクに最

適化された定型の指示文（シス

テムプロンプト）と、利用者が入

力する個別の指示文をシステ

ム上で動的に組み合わせるこ

とで、複雑なプロンプトを自動

構成する。 

所。「裏側でプロンプトを構築して

APIに投げる」プロセスを押さえて
おり、ユーザーフレンドリーな

ツール開発のボトルネックとな

る。 

特許第7539094号 高品質な用語解説・特許サマ

リ作成技術（RAG活用）： 
 
RAG（検索拡張生成）技術を活
用し、特許文書内の専門用語

を文脈に沿って解説する機能

や、特定の観点（課題と解決手

段など）に着目して的確な要約

を作成する技術。 

法務領域におけるハルシネー

ションリスクを排除するため、外

部知識をプロンプトに埋め込む

RAGアーキテクチャは必須。現
代のAI検索プラットフォームの心
臓部である解析処理や要約生成

を直接的にカバーしている。 

特許第7493195号 生成AIを用いた教師データ自
動作成技術： 
 
検索抽出された特許文書集合

に対し、機械学習モデルを用

いた分類や評価を行う際、人

手のアノテーション作業を代替

し、生成AIを用いて学習用の
教師データを自動作成する技

術。 

独自の予測モデルを最適化する

ための合成データ（Synthetic 
Data）生成プロセスを権利化。AI
の自律的な性能向上ループに強

い制約をかけ、プラットフォーム

のバックエンドの進化スピードを

コントロールするレバレッジとして

機能する。 

 



 
 
これらの分析から明らかなように、PI社は生成AIの基礎アルゴリズムそのものを開発・独占しようとし
たわけではない（基礎モデル自体はOpenAIやGoogleなどが提供している）。彼らの真の狙いは、
「汎用的なLLMを知財業務のSaaS機能として落とし込むためのアプリケーション・アーキテクチャ」を
見事に切り取り、網羅的に権利化することであった。PF社をはじめとする競合サービスがユーザーに
実用的な価値を提供するためには、自然とこれらのワークフローに類似したデータ処理を行わざるを

得ない構造が存在しており、これが本件における深刻な法的摩擦を引き起こした根本原因である。 

裁判の終結メカニズム：「調停に代わる決定」による戦略的着

地点 
数年に及ぶ泥沼の法廷闘争が予想された本件であるが、最初の提訴からわずか半年後の2026年4
月17日、両社は全ての訴訟を終了させるに至った 1。この終結プロセスにおいて特筆すべき点は、通
常の判決（Judgment）による勝敗の確定や、当事者間のみで完結する私的な裁判外和解（Private 
Settlement）ではなく、民事調停法第17条に基づく「調停に代わる決定」という特殊な法的手続きが
採用されたことである。 

民事調停法17条の決定とは、当事者間に自発的な合意が成立する見込みがない場合、あるいは一



部の条件でどうしても折り合いがつかない場合に、裁判所（調停委員会）が一切の事情を考慮して、

職権で事件の解決のために必要かつ妥当と認める決定（実質的な和解案の提示）を行う手続きであ

る 1。この決定が告知されてから2週間以内に両当事者から異議の申し立てがなされなければ、その
決定は確定し、「裁判上の和解」と同等の強力な法的効力（強制執行力）を持つことになる。 

本件において、令和6年（ワ）第70565号（特許権侵害差止請求事件）および同第70566号（損害賠
償請求事件）の2件についてこの決定が確定したという事実は 1、以下の極めて重要な法的およびビ
ジネス上の意味を持つ。 

第一に、特許権の有効性（無効理由の有無）や、具体的な侵害行為の成立について、裁判所が一定

の心証を形成し、それに基づいた客観的かつ妥当な解決案を両当事者に提示したことを意味する。

完全に白黒をつける判決、すなわち特許無効による原告（PI社）の敗訴、あるいは完全なサービス停
止と巨額の賠償支払いを命じる被告（PF社）の敗訴は、双方にとって経営に直結するビジネス上のリ
スクが高すぎる。そのため、裁判所の権威を借りた「調停に代わる決定」という形式をとることで、双

方が体面を保ちつつ「異議を出さずに受諾する」という高度な政治的妥協が成立したと考えられる。 

第二に、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所における「Single Touch Interactive, Inc. v. 
Zoove Corp.」の事例が教訓として示すように、特許訴訟において裁判所が特許請求の範囲をどう
解釈するか（クレーム解釈：Claim Construction）に関する中間決定をひとたび下してしまうと、その
後に当事者が私的に和解し、「その不利な決定を無効にしてほしい（Vacatur）」と共同で申し立てた
としても、裁判所が公益の観点からこれを却下する強いリスクが存在する 9。日本の民事訴訟におい
ても、争点整理の手続きが進み裁判所が心証を開示する段階になると、一方の当事者にとって極め

て不利な公的記録が残る。提訴から約半年という比較的早期に本件が軟着陸したのは、本格的な

証拠調べや技術的範囲の解釈判断が公に確定し、取り返しがつかなくなる前に、両社がリスクを回

避し妥協点を見出すインセンティブが強く働いた結果であると分析される。 

第三に、上記2事件での決定確定に伴い、残る4事件（70502号、70503号、70624号、70625号）は
すべて原告のPI社によって取り下げられ、全紛争が終結した 1。これは、17条決定の中に「包括的解
決条項（清算条項）」が含まれており、対象となった特許群全体についての将来的な取り扱い（ライセ

ンス許諾の条件や設計変更の猶予期間など）が網羅的に合意されたことを強く示唆している。米国

の連邦取引委員会（FTC）がPAE（Patent Assertion Entity：特許主張主体）の活動に関する調査レ
ポートで指摘しているように、特許訴訟において和解が行われた場合、その具体的なライセンス料、

ロイヤリティのパーセンテージ、和解金、あるいはシステム仕様の変更に関する取り決めといった条

件は、公に開示されることは極めて稀である 10。本件でも、プレスリリースにおいては「すべての事件

が終了したこと」という事実のみが発表されており、背後にある契約の内容は厳重な守秘義務（NDA
）に守られている 1。 

訴訟終結後の市場の現実：PF社のレジリエンスとPI社の牽制 
この和解的終結は、両社にとってどのような実質的な帰結をもたらしたのか。それぞれの動向から、

合意の背後にある現実を読み解くことができる。 

PF社の事業継続と技術的レジリエンス（強靭性） 
被告となったPF社にとって、この決定受諾は合理的な経営判断であったと推察される。特許訴訟の



長期化は多額の弁護士費用を浪費させるだけでなく、資金調達ラウンドや将来のIPO（新規株式公
開）といった資本政策において「偶発債務および事業停止リスク」として致命的な足かせとなるためで

ある。 

特筆すべきは、PF社が訴訟によって事業を縮小したり、コアとなるサービスを停止したりした兆候が
一切見られないことである。それどころか、係争の最中かつ和解に向けた交渉が大詰めを迎えてい

たと推測される2026年1月16日に、同社は生成AI拡張機能「Patentfield AIR」の大幅なアップデートを
実施している 7。このアップデートでは、利用可能な生成AIモデルとして、最新のOpenAI「
gpt-5.2-2025-12-11」とGoogle「gemini-3-flash-preview」が新たに追加された 7。 

データが示す通り、「gpt-5.2-2025-12-11」は実務的なタスク評価ベンチマーク「GDPval」において、
前世代の38.8%から70.9%へと飛躍的にスコアを伸ばし、専門家レベルの高度な論理推論を実現し
ているモデルである 7。また、「gemini-3-flash-preview」は、GPQA Diamondで90.4%という博士号
レベルの推論能力を示しつつ、大規模な特許データの高速スクリーニングを低コストで実現するモデ

ルである 7。PF社はこれらの最先端モデルを自社のワークフローに迅速に統合し、特許明細書の正
確な要約や対比、図面を含む複合的な調査能力をさらに強化している 7。この卓越した事業の強靭
さ（レジリエンス）は、PF社が「調停に代わる決定」の中で、サービスを停止することなく適法に事業を
継続するための条件（ライセンス料の支払いや、抵触を回避するためのインターフェースの微修正な

ど）を受け入れ、ビジネスへの影響を最小限にコントロールしたことを如実に示している。 

PI社による牽制とライセンスビジネスへの示唆 
一方、原告であるPI社は、訴訟終了に際して発表したプレスリリースの中に、単なる終結報告にとど
まらない極めて重要な一文を紛れ込ませている。「他の特許情報サービス提供企業におかれまして

は、Patentfield株式会社が提供するプログラムと同等機能を有するプログラムを提供した場合にお
いて、当社特許権の行使を免れるものではない点をご付記させていただきます」3。また、「当社は、

今後も特許出願（分割出願を含む）および権利行使を通じて積極的な知財活用に取り組んで参りま

す」とも宣言している 3。 

この声明は、二つの決定的な事実を市場に知らしめるものである。第一に、この「調停に代わる決

定」という司法的プロセスを経てもなお、PI社の保有する5つの特許は無効化されず、有効な独占排
他権として存続しているということである。仮に特許が法的に無効となる前提での決定であれば、他

社に対する牽制は法的に成り立たない。第二に、本件の結末は「PF社の完全な勝利（非侵害の確
認）」ではなく、PF社側が何らかの譲歩（ライセンス契約の締結、利用料の支払い、あるいは侵害回
避のためのシステム改修義務）を負った可能性が高いということである。もし完全な非侵害の決定で

あれば、PF社と同等のプログラムを他社が提供しても侵害にはならないはずだからである。PI社は、
自社が取得した基本特許の有用性を実証し、競合他社に対してもライセンス交渉や仕様変更を迫る

強力なポートフォリオを構築したと言える。 

グローバルなAI特許訴訟トレンドの中の日本 
本件は、日本の特許情報サービス市場という特定のニッチな領域での出来事に見えるが、その構造

を俯瞰すると、現在進行形でグローバルに勃発している巨大な「AI特許戦争（AI Patent Wars）」の完
全な縮図であることがわかる。 



 

 
 
テックジャイアントとスタートアップの非対称な戦い 
米国のAI特許訴訟に関する統計データによれば、画像処理や生体認証（AI関連訴訟の15%を占め
る）から機械学習アルゴリズムに至るまで、全AI特許訴訟の60%はメガテック（Tech Giants）が当事
者として関与している 11。例えば、Meta（旧Facebook）は機械学習、特にレコメンデーションアルゴリ
ズムに関連する少なくとも10の主要なAI特許訴訟に直面している 11。テックジャイアントは膨大な特

許ポートフォリオを構築し、それを競合を排除する参入障壁として強力に行使している。 

一方で、AI特許訴訟における被告の25%はスタートアップ企業によって占められている 11。スタート

アップ企業は、最新のAIモデル（LLMや画像生成AI）のAPIを活用して迅速に革新的なアプリケーショ
ンを立ち上げ、市場にディスラプションをもたらすことに長けている。しかし、その基礎となる機能や

ワークフロー、あるいはデータの処理方法が既に先行する大企業や知財戦略に長けた企業によって

特許化されているという「特許の地雷原」に対する法務的警戒（クリアランス調査）が、リソースの制

約から後手に回りがちである。 

PI社による一連の提訴は、AIのインターフェース設計や業務適用プロセスという「誰もが思いつきそう
で、しかし実装には実務的工夫が必要な領域」をいち早く権利化した先行企業が、急成長する後発

スタートアップ（PF社）を牽制し、知財をテコにして市場のルールと収益構造を書き換えるという、まさ



に防衛的かつ攻撃的な知財戦略の行使の典型例である。 

マクロ経済的インパクトと損害賠償の巨額化・広域化 
さらに重要なのは、AIに関連する特許訴訟の和解・賠償金が世界的に高騰している事実である。統
計によれば、過去3年間でAI特許訴訟の和解金として支払われた総額は20億ドル（約3,000億円）を
突破している 11。これは、AI技術が現代の企業のコアコンピタンスやビジネスモデルに直結しており、
万が一システムの使用を差し止められた場合の機会損失が計り知れないため、多額の和解金を支

払ってでも事業を継続せざるを得ないという強い力学が働いているからである。 

さらに、米国連邦回巡控訴裁判所（Federal Circuit）における近年の画期的な「Brumfield v. IBG LLC
」判決などが示すように、損害賠償の対象範囲に関する法理も劇的に拡大しつつある 12。同判決で

は、最高裁判所が「WesternGeco LLC v. ION Geophysical」事件で示した法理（第271条(f)に基づく
逸失利益の回復）を拡張し、米国内での特許侵害行為を起点として生じた「海外市場における損害

（国際的ハーム）」に対しても、合理的な実施料（Reasonable Royalties）やその他の直接侵害の枠組
みの中で賠償を請求できることが明確にされた 12。 

AIソフトウェアやSaaSプラットフォームは、物理的な国境を越えてクラウド上で提供されることが常態
化している。PI社の製品も、またPF社の製品も、インターネットを通じて世界中どこからでもアクセス
可能な潜在力を持っている。今後は、一国内で特許侵害が成立すれば、そのシステムを起点として

生み出されたグローバルな収益すべてが賠償額の計算対象に組み込まれるリスクが高まっている。

「Brumfield v. IBG LLC」判決の戦略的意味合いは、多国籍企業やグローバル展開を見据えるSaaS
ベンダーに対する損害賠償請求額を天文学的に膨張させる可能性を秘めている点にある 12。本件

のように、損害額が雪だるま式に拡大する前に早期に「調停に代わる決定」を受諾し、和解的解決を

図ることは、PF社にとっても事業リスクをヘッジする上で唯一の現実解であったと言える。 

リーガルテック・知財業界への波及効果と戦略的提言 
PI社とPF社の紛争終結は、日本のリーガルテック業界、ひいては生成AIを活用してサービスを構築
する全てのソフトウェア開発企業に対して、「生成AIサービスの開発手法に関する抜本的なパラダイ
ム転換」を突きつけている。 

1. APIラッパー（API Wrapper）型ビジネスの終焉と迂回設計の必須化 
ChatGPTの登場以降、OpenAIやGoogleの提供する強力なAPIを呼び出し、独自のプロンプトや簡
易なUIを被せただけの、いわゆる「APIラッパー」型のSaaSが市場に乱立した。しかし、本件の帰結
は、こうした一見すると単純なアーキテクチャであっても、**「特許文書の特定部分を指定して処理さ
せる（特許第7578348号）」や「プロンプト作成を裏側で自動化する（特許第7542812号）」**といったレ
ベルで、強力な基本特許が成立し得ることを証明した 4。 

今後、新たに生成AIを活用したリーガルテックや知財検索サービスを開発する企業は、単に最新の
LLMモデルを搭載してUIを構築するだけでは不十分である。事業化の初期段階、できれば要件定義
の段階から、PI社などが張り巡らせた「パテント・チケット（特許網）」との抵触を避けるための厳密な
FTO（Freedom to Operate：事業実施の自由）調査を行い、必要であれば機能の迂回設計（デザイ
ンアラウンド）を行うことが絶対的な必須要件となる。 



2. ライセンスビジネスの一般化によるコスト構造の変化と業界の寡占化 
PI社が他社に対する警告を公に発したことは 3、同社が自社の特許網をクロスライセンスやロイヤリ
ティ収入の源泉として戦略的に活用していく方針を固めたことを意味する。知財検索サービスを提供

する各社は、独自開発による特許回避のコストと、PI社等の先行企業に対して支払うライセンス料を
天秤にかけざるを得なくなる。 

結果として、業界全体でサービス開発コストや運営コンプライアンスコストが上昇し、それが最終的に

エンドユーザー（知財部員や特許事務所）の利用料金に転嫁される可能性が高い。また、高額なライ

センス料や訴訟防衛費用に耐えられない小規模なスタートアップは市場から淘汰され、豊富な資本

力と独自の特許網を持つ大手企業による市場の寡占化が進む可能性がある。スタートアップがこの

環境を生き抜くためには、自社独自のNLP（自然言語処理）アプローチを製品ローンチ前に特許化
し、強力な法務戦略を早期に構築するか、あるいは防衛的な特許コンソーシアムに加入して法的後

ろ盾を得るなどの対策が求められる 11。 

3. 生成AI自身による新たな知財創造ループの独占リスク 
さらに技術的な観点から特筆すべきは、PI社が保有する「生成AIを用いた教師データ作成技術（特
許第7493195号）」の存在である 4。これは、AIを鍛えるための高品質なトレーニングデータを、AI自身
に作らせるという再帰的（リカーシブ）な技術構造を権利化したものである。 

PF社が最高水準の推論能力を持つ「GPT-5.2」を統合してサービスを強化しているように 7、今後の
プラットフォーム競争の焦点は、「機能の多さ」から「特定の専門タスクに特化したAIモデルの推論精
度の高さ」へと完全にシフトしていく。そのモデル学習の最大のボトルネックとなるのが「大量かつ高

品質な教師データの用意」であるが、この教師データ作成の効率的プロセスが特許で保護されてい

ることは、業界全体の技術進化のスピードをコントロールする上で絶大なレバレッジとして機能する。

自律的なAIの性能向上ループすらも知財の網にかかっているという現実は、AI開発における「データ
の所有権」だけでなく「データを生成するプロセスの所有権」がいかに重要かを物語っている。 

結論 
パテント・インテグレーション株式会社とPatentfield株式会社の間で争われた一連の生成AI特許訴
訟は、単一のソフトウェア機能の模倣を巡る局地戦ではなく、AIという新たな汎用技術が専門領域の
ワークフローに組み込まれる際に発生する「不可避の権利衝突」を体現した歴史的ケーススタディで

ある。 

民事調停法第17条による「調停に代わる決定」という形での終結は、特許権の有効性を完全に維持
したまま市場に対して強力な警告的メッセージを発信したいPI社と 3、致命的なサービス停止という最
悪の事態を避け、最新AIモデルへの投資と事業成長を継続したいPF社の 7、両者の戦略的合理性
が高度に合致した結果の産物と言える 1。 

本件の決着は、リーガルテック市場において「最先端のLLM技術を利用できること」と「それをビジネ
スとして適法かつ安定的に提供できること」は全く次元の異なる問題であるという冷徹な事実を浮き

彫りにした。生成AIによる業務効率化が不可逆のメガトレンドとなる中で、企業はアプリケーションの
開発スピードだけでなく、それと同等以上のリソースを知財戦略、FTO調査、そしてリスクマネジメント



に投下しなければならない。世界で年間数千億円規模の賠償金が動くAI特許戦争の荒波は 11、もは

や海の向こうのテックジャイアント同士の物語ではなく、日本のスタートアップやSaaSベンダーの足元
まで既に到達しているのである。 
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